
種目番号 　委託担当

担当者 岡田

電　話 　６７１－２９４３

１

２

３

□ 期限　 まで

４ □ 確定契約　　　　■ 概算契約

５

６

７

委 託 名

平成29年度　一般会計　歳出　第１０款１項１目　１３節　委託料　

設　　計　　書

平成29年度耐震改修促進計画改定に伴う木造住宅戸別訪問委託

横浜市内全域

－

履 行 場 所

建築局　建築防災課連絡先
受付
番号

□ 要　（　　　月　　日　　時　　分、　　　場所　　　　　　　）

■ 不要

又 は 期 限

■ 期間　契約締結日 から 平成29年７月14日 まで履 行 期 間

なし

委 託 概 要

現 場 説 明

その他特約事項

契 約 区 分

木造住宅の耐震診断及び改修の周知を行うために、訪問員の確保

及び日程調整を行い戸別訪問を実施し、市に結果を報告する。



□ する  （　　回以内）

■ しない

数　量 単　位 単　価

＊　単価及び金額は、消費税及び地方消費税を含まない金額

＊　概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む。

内訳　　業 務 価 格

￥　

８　部　分　払

￥　

￥　

業　務　内　容

部分払の基準

金　額

消費税及び地方消費税相当額

委託代金額

履行予定月



単価
(円)

金額
(円)

１　業務原価

（１）直接原価

　　ア　訪問計画作成業務

　　イ　戸別訪問業務

　　ウ　報告書作成業務

　業務原価計

２　一般管理費等

 (１)　一般管理費等

業務価格

消費税相当額

　

　

合計

1

内　　訳　　書

名             称
数量
(件)

1

60,000

11



 

平成 29 年度耐震改修促進計画改定に伴う木造住宅戸別訪問委託仕様書 

 

第１条 本仕様書は、横浜市契約規則に従い横浜市（以下「甲」という。）の指示のもとに

受託者（以下「乙」という。）が実施する「平成 29 年度耐震改修促進計画改定に伴う木

造住宅戸別訪問委託」に関して適用する。 

 

第２条 乙は、本仕様書に基づいて、委託された業務を遂行するものとする。 

（１）本仕様書のほか、詳細な事項については、別に定める特記仕様書によるものとする。 

（２）本仕様書、特記仕様書、その他甲より提示されたものの間に相違がある場合は、乙

は、甲にその旨を報告し確認しなければならない。 

 

第３条 本委託業務の内容は、次のとおりとする。 

甲が指定する木造住宅に対して個別に訪問し、当該住宅の居住者に対して、耐震診断

及び耐震改修等の実施に関する意識啓発や、甲が行う木造住宅耐震事業の周知を行い、

より一層の耐震化の促進を図ることを目的とする。 

 

第４条 木造住宅戸別訪問業務は、次のとおりとする。 

（１）乙は、甲が指定する住宅へ甲が指定する期間内に訪問する計画をたて、甲に報告し

その承認を受ける。 

（２）乙は、策定した訪問計画に基づき、戸別訪問を行う者（乙に所属する者に限る。以

下「訪問員予定者」という。）を確保し、その氏名等について甲に報告する。 

（３）甲は、提出された訪問員予定者に対して、業務に関する説明会を必要に応じて開催

し、マニュアルを配布する。乙は、当該説明会へ訪問員予定者を参加させなければなら

ない。 

（４）甲は、前号の説明会を受講した訪問員予定者に対し、訪問員証明書を発行する。 

（５）乙は、策定した訪問計画に基づき、訪問員（前号の訪問員証明書の発行を受けた者

に限る。以下同じ。）の派遣を行う。 

（６）乙は、訪問員に、訪問した地区において、甲より提供されるマニュアルに基づき、

甲より提供する周知用チラシを活用し訪問等を行わせ、結果を甲が指定する様式に記載

させ、乙が収集する。 

（７）乙は、前号の訪問員からの結果報告を、甲が指定する様式に入力し、訪問結果をま

とめ、毎週金曜日（当該日が休業日の場合は、その前の営業日とする）に甲へ報告する。 

（８）乙は、前号の報告に合わせ、訪問計画（訪問期間の短縮又は訪問員の増員）の変更

を、甲へ申し出ることができる。 

（９）甲は、第７号の報告結果に基づき、訪問計画（訪問員の増員）の変更を、乙へ指示

できる。 



 

（10）乙は、訪問計画の全てが完了した場合、委託契約期間内かつ完了後５営業日以内に、

甲へ、委託業務完了届出書及び訪問結果のまとめを提出し、完了報告を行う。 

 

（返還義務） 

第５条 本業務終了後、第４条第１号で提示した情報及びその複製、本業務において取得

した個人情報等について、甲の指定する期日までに、甲へ返還又は破棄しなければならな

い。 

 

（必要経費） 

第６条 本仕様書等に定める業務の履行において必要となる備品、消耗品及び機器の損料

等の必要経費は、本委託による委託料の中に含まれるものとする。ただし、第４条第６号

に定める甲より提供する周知用チラシについては、甲の負担とする。 

 

（再委託の禁止） 

第７条 乙は、業務の処理を外に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の許

可する場合はこの限りではない。 

 

（調査報告） 

第８条 甲は、必要と認めるときは、業務の処理状況につき調査し、又は乙に対して報告

を求めることができる。 

 

（変更及び一時中断） 

第９条 甲は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は一時中断することができ

る。この場合、甲乙が協議して定めるものとする。 

 

（責務） 

第 10 条 乙は、委託業務の処理について甲又は第三者に損害を与えたときは、乙の責任を

もって賠償の責任に任ずるものとする。 

 

（提出書類） 

第 11 条 乙は、委託業務の着手に際しては着手届を、また、業務完了に際しては完了届及

び報告書等を作成し、甲の定める期限内に各１部を市長あてに提出するものとする。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第 12 条 乙は、別添の個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。なお、本業務以

降に乙の所属を外れた者に関しても適用する。 



 

 

（成果物の納品） 

第 13 条 成果物の納品先は、横浜市建築局建築防災課とする。 

 

（履行期間） 

第 14 条 本業務の委託期間は、契約締結日から平成 29 年７月 14 日までとする。 

 

（その他） 

第 15 条 本仕様書及び特記仕様書に定めのない事項、または委託業務の履行において、本

仕様書等に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定めるものとする。 

 

 



 

平成 29 年度耐震改修促進計画改定に伴う木造住宅戸別訪問委託特記仕様書 

 

 横浜市（以下「甲」という。）が委託する、平成 29 年度耐震改修促進計画改定に伴う木

造住宅戸別訪問委託について、本業務の受託者（以下「乙」という。）は、仕様書によるほ

か、次により業務を行うものとする。 

 

１．業務委託内容 

  甲が指定する対象住宅について、戸別に訪問し、周知等を実施する。 

 

２．訪問対象及び訪問期間 

  甲が図示する住宅（横浜市内の６０，０００件程度）を訪問対象とし、訪問業務期間

は平成 29 年４月 10 日より平成 29 年６月 30 日までとする。 

 

３．業務内容 

（１）訪問計画の作成 

   乙は、甲から訪問対象地区及び住宅を図示した地図を受領した際、甲から示された

訪問業務期間内で、図示された住宅全戸を戸別訪問する計画をたて、訪問を行う必要

人数、実施期間、訪問工程を定め、甲へ報告する。甲は、乙が作成した計画が適当で

はないと判断した場合は、乙に計画の修正を指示することができる。 

   また、甲は、乙が作成した計画が適当と判断した場合は、計画について承認し、乙

にその旨伝達する。 

   なお、訪問時間については原則として、午前９時から午後５時までとする。 

（２）訪問員予定者の選定 

   乙は、前号で作成した計画（甲の承認を受けたものに限る。以下同じ）に基づき、

訪問を行う訪問員予定者（乙に所属する者に限る。以下同じ）を選定する。乙は、訪

問員予定者の名簿を作成し、甲に報告する。なお、名簿に関しては、甲から事前に提

供される名簿表（Microsoft EXCEL データ）に記載して提出する。 

（３）説明会の受講及び訪問員の認定 

   甲は前号で提出された名簿表に記載された訪問員予定者に対し、必要に応じて説明

会を実施し、業務内容や業務の流れ、訪問時の説明内容等、実際に行う業務に関する

ことを記載したマニュアルをもとに説明を行う。乙は、訪問業務を開始する以前に、

当該説明会へ訪問員予定者を参加させなければならない。ただし、甲が説明会の参加

が不要と判断した者に関しては、この限りではない。なお、乙は、全訪問員予定者の

写真（3.0cm×4.0 cm）を用意し、説明会の 10 営業日前（説明会への参加が不要な場合

は、訪問業務を開始する 15 営業日前）までに甲に JPEG データで提出する。この際、

写真はカラーとし、訪問員予定者１人ずつデータを作成する。また、データのファイ



 

ル名は、前号で提出した名簿票内のＮｏ．の後にハイフン、氏名をいれたものとする。

（例：Ｎｏ．12、横浜 太郎 の場合、『12－横浜太郎』） 

   甲は、提出された写真及び前号で乙より提出された名簿表をもとに、訪問員と認定

する各訪問員の証明書を作成し、説明会終了後（説明会への参加が不要な場合は、訪

問業務を開始する５営業日前まで）に交付する。 

（４）訪問員の派遣 

   乙は、第１号の計画に基づき、各訪問員の担当を決め、訪問員に対し訪問工程及び

訪問する住宅を図示した地図（甲が第１号にて提供した地図のうち、当該訪問員が担

当する地区として乙が作成したもの）を提供し、訪問計画について説明する。その際

にあわせて、甲が提供する周知用チラシ及び甲が指定する訪問記録様式（以下「記録

紙」という。）を配布する。なお、乙は訪問員の派遣前にあらかじめ、周知用チラシに

様式５をホチキス止めし四つ折して不在時投函用を準備する。 

（５）訪問業務 

   訪問員は、前号の訪問工程に基づき、対象とする住宅を訪問する。甲より提供され

るマニュアルに基づき、訪問対象となるかを判断し、訪問を要しないと判断した場合

は、訪問しない。訪問する際は、まず表札を確認し、居住者の氏名を記録紙に記載す

る。その後、呼び鈴を押し、居住者が在宅の場合は、マニュアルに基づき、前号で提

供された周知用チラシを用い、甲が行う木造住宅耐震事業の周知を行う。不在の場合

は、郵便受けに前号で準備した周知用チラシ（不在時投函用）を投函する。 

   訪問員は、マニュアルに基づき、記録紙に結果を記載する。その後、次の住宅に訪

問を行う。乙が指定する１日の訪問工程の完了後、当該日の全ての記録紙を乙に提出

する。 

（６）結果まとめ 

   乙は、前号の規定により訪問員より受領した記録紙を、甲が指定する結果表

（Microsoft EXCEL データ）に入力し、記録紙をｐｄｆスキャンする。その際のｐｄｆ

データ名は、結果表内の番号とする。 

   乙は、結果表及び記録紙について、毎週金曜日（金曜日が休業日の場合は、その前

営業日とする。）に甲に対して報告する。報告の形式について、結果表は Microsoft EXCEL

データとし、タイトルは、結果表と記載した後、報告日をいれる。（例：報告日が３月

１０日の場合、結果表 0310）記録紙については、ｐｄｆファイルとする。 

（７）完了報告 

   乙は、甲に確認を受けた訪問計画の全てが完了した場合、委託契約期間内かつ完了

後５営業日以内に、甲に、委託業務完了届出書をもって報告する。その際、第５号に

て訪問員が作成した記録紙の原本をファイリングしたもの、並びに、前号で作成した

結果表の 終版及び同号で作成した記録紙（ｐｄｆデータ）全てをＣＤ－Ｒに保存し

たものを甲に提出する。この際、記録紙のｐｄｆデータに関しては、区ごとにフォル



 

ダ分けしてまとめ、保存する。また、第１号の地図を甲へ返還し、第４号で作成した

地図等を提出する。 

 

４．必要書類の作成・提出 

  乙は、次の各号の書類を作成し、甲に提出する。 

（１）委託業務着手届出書（様式１） 

   本業務に着手後、当該着手日の翌日から起算して５日以内に提出すること。 

（２）訪問計画 

   前項第１号の規定による。 

（３）名簿表（電子データ（Microsoft EXCEL））（様式２） 

   前項第２号の規定による。 

（４）訪問員の写真（ＪＰＥＧデータ） 

   前項第３号の規定による。 

（５）訪問記録様式（紙媒体及びｐｄｆデータ）（様式３） 

   前項第６号及び同項第７号の規定による。 

（６）委託業務完了届出書（様式４） 

   前項第７号の規定による。 

５．その他 

（１）仕様書、本特記仕様書、その他甲より提供されたものに定めのない事項、又は、本

業務の業務内容に疑義等が生じた場合は、速やかに甲乙協議して定めるものとする。 

（２）本業務に関する甲における担当は、横浜市建築局企画部建築防災課とする。 



 

（様式１） 

年  月  日 

 

平成 29 年度耐震改修促進計画改定に伴う木造住宅戸別訪問委託 

委託業務着手届出書 

 

（提出先） 

横浜市建築局長 

 

（提出者） 

受託者 住所 

 

    氏名 

 

次のとおり、業務に着手しますので、平成 29 年度耐震改修促進計画改定に伴う木造住宅

戸別訪問委託特記仕様書第４項第１号の規定により提出します。 

委託業者名 

役職・代表者名 
 

担当者氏名  

直通電話番号  

ファクス番号  

電子メールアドレス  

契約年月日     年    月    日 

着手年月日     年    月    日 

（Ａ４） 



 

 

（様式

２）  

No. 訪問員氏名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

（様式３） 

訪問記録様式 

 

No. 表札の氏名 在宅 訪問しない理由 備考 

  有 ・ 無 建替 ・ 除却  

  有 ・ 無 建替 ・ 除却  

  有 ・ 無 建替 ・ 除却  

 

 



 

（様式４） 

年  月  日 

 

平成 29 年度耐震改修促進計画改定に伴う木造住宅戸別訪問委託 

委託業務完了届出書 

 

（提出先） 

横浜市建築局長 

 

（提出者） 

受託者 住所 

 

    氏名 

 

次のとおり、業務が完了しました、平成 29 年度耐震改修促進計画改定に伴う木造住宅戸

別訪問委託特記仕様書第３項第７号の規定により提出します。 

委託業者名 

役職・代表者名 
 

期間 

契約日     年    月    日 

着手日     年    月    日 

完了日     年    月    日 

契約金額  

（Ａ４） 



 

  

 

横浜市からのお知らせ 

（木造住宅耐震化促進に関する戸別訪問について） 
 

 このたび横浜市では、昭和 56 年５月以前に建築されたと思われる木造住宅の耐震化を一層促進する

ため、耐震改修工事を行う場合の補助金の限度額を平成 29 年度に限り 30 万円増額します。 
 建物の耐震化に関し、市が設けている補助制度についてご説明するためお伺いしましたが、ご不在

でしたので、ご案内用のチラシを投函させていただきます。詳しいお話をご希望される場合、チラシ

にある各窓口の連絡先までお問い合わせください。 
 

  【訪問日】 平成 29 年  月  日（  ） 
 

※昭和 56 年６月以降に建築された木造住宅に投函してしまう可能性もございます。その場合は大変申し訳ありませんが、ご容赦下さい。 

横浜市建築局建築防災課 
木造耐震担当 

（様式５） 
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